
平成 29 年度夏季子どもクラブ（広島地区） 募集要項 

 

１．対象児童 広島大学に勤務する教職員の子どもで，昼間に保護者が就業もしくは介護等により家庭にいな

いことが常態となる，小学生の児童１年生～６年生。定員は 40 名程度。 

※安全確保のため，1 日当たりの利用者は３０名程度に調整します。 



定員に余裕がある場合に限り，利用日の振替・追加は可能です。必ず事前にお問い合わせ

ください。 

【利用日の変更による保育料金の額について】 

入会許可書に記載された利用許可日の合計より少なく登校した場合 

⇒保育料金は減額・返金はできませんのでご了承ください。 

入会許可書に記載された利用許可日の合計より多く登校した場合 

⇒１０月支給分給与（予定）より，増加日数分の保育料金を天引きします。 

【地域の学童保育に申込み中の方】 

地域によっては学童保育の入会可否の通知が，本学子どもクラブの入会申込期限あるいは

入会許可書発行以後に届く場合があります。 

このような場合も，本学子どもクラブについては上記に基づき，申込期限以後の入会申込

み，および入会許可書発行後の入会取り下げ等（保育料金の支払義務の消滅や保育料金の

減額，返金）は受付できかねますので，何卒ご了承ください。 
 

【８月の勤務日が決まっていない場合】 

８月の勤務日が決まっていない場合は，希望している勤務日を基にご検討，お申込みください。

勤務日が決まり次第，利用日の振替等でできる限り調整しますが，結果として利用日数が減った

場合の保育料金については減額・返金できませんので，ご留意ください。 

７．弁当の注文 昼食に弁当の利用を希望する場合は，有料で提供 （1食 ３９０円程度） 

弁当代金の支払い方法は利用者に別途お知らせします。  

※8月 10日（木）， 8月 14日（月），8月 15日（火）は弁当の提供をしておりません。 

８．タイムスケジュール 子どもクラブの一日の生活は，以下を予定しています。 

※体育施設の予約状況等により，スケジュールが前後する場合があります。 
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保護者の出勤時間に合わせて一緒に登校 

朝の学習   宿題などに取り組みます 

自由時間・屋内外活動など 

昼食 

①弁当を持参 

②保護者と外食（昼食時に保護者が送迎すること） 

③弁当を注文（７．を参照） 

読書・学習 

昼食後，しばらくの時間は静かに過ごします 

自由時間・屋内外活動など 

おやつ    

片付け，自由時間・屋内外活動など 

保護者が迎えに来た児童から順次下校します 
 

※安全の為，登下校時は必ず保護者が保育室まで付き添ってください 

９．その他 ・保育担当者は教員免許や保育士資格を持つ学童指導員と，広島大学の学生アルバイトです。  

・保険への加入について 

入会にあたり，『広島県ＰＴＡ連合会 小・中学生総合保障制度』などの傷害保険等に加入し

ていることを申込みの条件とさせていただきます。お子さんが物品を損壊したり，他人に怪我

をさせて補償が必要になった場合に，ご加入の保険で対応していただくためです。 

これらの保険に未加入の場合は，個別に保険会社にお問い合わせの上，加入してください。 

 
【申込み・問合せ先】                   
広島大学男女共同参画推進室            

担当：岡本 （内線）東広島４３５５        
syokuin-sen＠office.hiroshima-u.ac.jp 


